
熊本県ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領 

 

第１ 目的 

国内最大の感染症である肝炎について、県民の検査受診機会の拡充と利便性に考慮し、

委託医療機関においてＢ型肝炎ウイルス及びＣ型肝炎ウイルス検査を実施することによ

り肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、陽性者を早期治療に繋げることを目

的とする。 

 

第２ 実施方法 

（１）この事業は、県が、公益社団法人熊本県医師会（以下「県医師会」という。）に委託

して実施するものとする。 

（２）委託を受けた県医師会は、検査を受け付ける医療機関（以下「検査医療機関」とい

う。）の名称を県に通知すると共に、広報等に努めるものとする。 

 

第３ 対象者 

  この事業の対象者は、熊本県内（熊本市を除く。）に住所を有する者で、本検査の受検

を希望し、かつ、次の各号に掲げる問診事項を踏まえ検査医療機関が検査の必要性を認

める者とする。ただし、過去に本検査を受けたことがある者、医療保険各法その他の法

令に基づく保健事業等のサービスを受ける際に、合わせて当該肝炎ウイルス検査に相当

する検査を受けた者又は当該検査を受けることを予定している者若しくは健康増進事業

の対象者については除くものとするが、結果的に受けられなかった者又は再検査の必要

性のある者についてはこの限りではない。 

① 平成６年（１９９４年）以前に、非加熱凝固因子製剤やフィブリノゲン製剤を使

用された可能性がある    

② 平成４年（１９９２年）以前に輸血を受けたことがある    

③ 長期に血液透析を受けている     

④ 大きな手術を受けたことがある    

⑤ 臓器移植を受けたことがある 

  ⑥ 過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されたことがある    

⑦ 家族等が肝炎ウイルスの感染者のため、感染した可能性がある 

⑧ 周りの人から検査を勧められた 

⑨ その他検査を希望する理由 

 

第４ 検査の項目 

  この事業における肝炎ウイルス検査の項目は、次のとおりとする。 

①Ｂ型肝炎 

  ＨＢｓ抗原検査 

②Ｃ型肝炎 

ⅰ）ＨＣＶ抗体検査 

    ⅱ）ＨＣＶ核酸増幅検査（ⅰの結果が低力価又は中力価の場合に限る。） 

 

第５ 検査手続 

（１）この事業による肝炎ウイルス検査を受けようとする者は、検査医療機関に肝炎ウ

イルス検査申込・検診票（様式１）を提出するものとする。 

（２）肝炎ウイルス検査申込・検診票の提出を受けた検査医療機関は、申込者が第３条

に規定する対象者の要件を満たすことを確認する。 



（３）前項の場合において、対象者は、医療保険の被保険者証、運転免許証その他氏名

及び住所を証するに足りる書類を提示し、検査を受けるものとする。 

 

第６ 検査結果の通知 

  検査を実施した検査医療機関は、当該検査結果を、検査を受けた者に対して、原則と

して検査結果通知書（様式２）を郵送することにより通知するものとする。 

 

第７ 費用の請求 

（１）県医師会は、１月ごとに事業に要した経費を請求するものとする。この場合におい

て、併せて、肝炎ウイルス検査申込・検診票（様式１）及び検査実施状況報告書（様

式３）により実施状況を報告するものとする。 

（２）県は、（１）の請求を受けた場合において、肝炎ウイルス検査申込・検診票（様式１）

及び検査実施状況報告書（様式３）の内容との整合等を確認の上、原則として、請求

を受けた日から起算して３０日以内に、請求に係る費用を委託料として支払うものと

する。 

 

第８ 保健指導 

  検査医療機関は、この事業による肝炎ウイルス検査の結果、陽性の判定を受けた者に

対して、肝疾患専門の医療機関等への受診の勧奨など、必要な保健指導を行うものとす

る。また、保健所は、この事業に関する相談等を受けた場合は、事業の説明や保健指導

を行うものとする。 

 

第９ 事業期間 

  この事業の実施期間は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

第１０ 秘密の保持 

  この事業にかかる事務の遂行に当たっては、検査を受ける者のプライバシー等人権の

保護に十分配慮するものとし、特に、個人に関して知り得た情報については、その秘密

保持に最大の配慮を払うとともに、特に検査関係書類等に際しては、細心の注意をもっ

て整理保管するものとする。 

 

第１１ その他 

  この要領の実施に関し必要な事項は、別途定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成２０年５月１９日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２１年３月２４日から施行する。 

２ 改正前の熊本県緊急肝炎ウイルス検査事業実施要領の規定により発行された受診券に

ついては、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２２年３月３１日として取扱うこ

ととする。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２２年３月２４日から施行する。 

２ 改正前の熊本県緊急肝炎ウイルス検査事業実施要領の規定により発行された受診券に



ついては、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２３年３月３１日として取扱うこ

ととする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２３年３月２２日から施行する。 

２ 改正前の熊本県緊急肝炎ウイルス検査事業実施要領の規定により発行された受診券に

ついては、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２４年３月３１日として取扱うこ

ととする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２４年３月９日から施行する。 

２ 改正前の熊本県緊急肝炎ウイルス検査事業実施要領の規定により発行された受診券に

ついては、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２５年３月３１日として取扱うこ

ととする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の熊本県緊急肝炎ウイルス検査事業実施要領の規定により発行された受診券に

ついては、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２６年３月３１日として取扱うこ

ととする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年３月２０日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 改正前の熊本県緊急肝炎ウイルス検査事業実施要領の規定により発行された受診券に

ついては、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２７年３月３１日として取扱うこ

ととする。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２７年３月１２日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

２ 改正前の熊本県ウイルス性感染患者等の重症化予防推進実施要領の規定により発行さ

れた受診券については、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２８年３月３１日と

して取扱うこととする。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２８年３月４日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

２ 改正前の熊本県ウイルス性感染患者等の重症化予防推進実施要領の規定により発行さ

れた受診券については、その記載内容に関わらず、有効期限を平成２９年３月３１日と

して取扱うこととする。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２９年２月２０日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

２ 改正前の熊本県ウイルス性感染患者等の重症化予防推進実施要領の規定により発行さ

れた受診券については、その記載内容に関わらず、有効期限を平成３０年３月３１日と

して取扱うこととする。 

 

   附 則 



 この要領は、平成３０年３月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

この要領は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和２年（２０２０年）４月１日から施行する。 

なお、改正前の様式を使用したときは、当分の間、改正後の様式を使用したものとみな

す。 

 


